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事 件 名 国家賠償請求上告事件 
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判 示 事 項 １ 優生保護法３条１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項（３条

１項１号、２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日から平成

８年９月 25 日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年９月 11

日から平成８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭和 27 年

５月 27 日から平成８年９月 25 日までの間において施行されていた

もの）と憲法 13 条及び 14 条１項 

２ 優生保護法３条１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項（３条

１項１号、２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日から平成

８年９月 25 日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年９月 11

日から平成８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭和 27 年

５月 27 日から平成８年９月 25 日までの間において施行されていた

もの）に係る国会議員の立法行為の国家賠償法１条１項所定の違法性

の有無 

３ 裁判所が民法（平成 29 年法律第 44 号による改正前のもの）724 条

後段の除斥期間の主張が信義則に反し又は権利の濫用として許され

ないと判断することができる場合 

４ 民法（平成 29 年法律第 44 号による改正前のもの）724 条後段の除

斥期間の主張をすることが信義則に反し権利の濫用として許されな

いとされた事例 

判 決 要 旨 １ 優生保護法３条１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項（３条

１項１号、２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日から平成

８年９月 25 日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年９月 11

日から平成８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭和 27 年

５月 27 日から平成８年９月 25 日までの間において施行されていた

もの）は、憲法 13 条及び 14 条１項に違反する。 

２ 優生保護法３条１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項（３条

１項１号、２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日から平成

８年９月 25 日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年９月 11

日から平成８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭和 27 年

５月 27 日から平成８年９月 25 日までの間において施行されていた

もの）に係る国会議員の立法行為は、国家賠償法１条１項の適用上、

違法の評価を受ける。 

３ 不法行為によって発生した損害賠償請求権が民法（平成 29 年法律

第 44 号による改正前のもの）724 条後段の除斥期間の経過により消

滅したものとすることが著しく正義・公平の理念に反し、到底容認す

ることができない場合には、裁判所は、除斥期間の主張が信義則に反

し又は権利の濫用として許されないと判断することができる。 



４ 優生保護法（昭和 27 年法律第 141 号による改正後のもの）３条１

項１号の規定に基づいて生殖を不能にする手術を受けた者及びその

配偶者並びに同法 13 条２項の規定に基づいて生殖を不能にする手術

を受けた者が、国に対し、上記各規定を含む優生保護法の関係規定に

係る国会議員の立法行為は違法であると主張して、国家賠償法１条１

項に基づく損害賠償を求めた場合において、次の⑴～⑸など判示の事

情の下では、上記の者らが上記損害賠償を求める訴えを提起した後に

「旧優生保護法に基づく優生手術等を受けた者に対する一時金の支

給等に関する法律」が成立し、施行されたことを考慮しても、上記の

者らの上記の損害賠償請求権の行使に対して国が民法（平成 29 年法

律第 44 号による改正前のもの）724 条後段の除斥期間の主張をする

ことは、信義則に反し、権利の濫用として許されない。 

  ⑴ 国は、約 48 年間にわたり、国家の政策として、優生保護法３条

１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項の規定（３条１項１号、

２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日から平成８年９月 25

日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年９月 11 日から平成

８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭和 27 年５月 27 日

から平成８年９月 25 日までの間において施行されていたもの）に基

づく施策を実施してきた。 

  ⑵ 国は、上記施策の実施に当たり、審査を要件とする優生手術を行

う際に身体の拘束、麻酔薬施用又は欺罔等の手段を用いることも許さ

れる場合がある旨の厚生事務次官通知を各都道府県知事宛てに発出

するなどして、優生手術を行うことを積極的に推進していた。 

  ⑶ 上記施策が実施された結果として、少なくとも約２万 5000 人の

者が上記規定に基づいて生殖を不能にする手術を受け、これにより生

殖能力を喪失するという被害を受けた。 

  ⑷ 上記訴えを提起した者らについて、上記損害賠償請求権の速やか

な行使を期待することができたと解すべき事情があったことはうか

がわれない。 

  ⑸ 国は、平成８年に上記規定が削除された後、長期間にわたって、

上記規定により行われた生殖を不能にする手術は適法であり、補償は

しないという立場をとり続けてきた。 

事案の概要 本件は、Ｘ１ら及びその被承継人らは、自ら又は配偶者が、優生保護

法（昭和 23 年法律第 156 号。平成８年法律第 105 号による改正後の題

名は母体保護法。）３条１項１号から３号まで、10 条及び 13 条２項の

規定（３条１項１号、２号及び 10 条については、昭和 23 年９月 11 日

から平成８年９月 25 日までの間、３条１項３号については、昭和 23 年

９月 11 日から平成８年３月 31 日までの間、13 条２項については、昭

和 27 年５月 27 日から平成８年９月 25 日までの間において施行されて

いたもの。以下、併せて「本件規定」という。）に基づいて、生殖を不

能にする手術（以下「不妊手術」という。）を受けたと主張するＸ１ら

が、国に対し、本件規定は憲法 13 条、14 条１項等に違反しており、本

件規定に係る国会議員の立法行為は違法であって、Ｘ１らは不妊手術が



行われたことによって精神的・肉体的苦痛を被ったなどと主張して、国

家賠償法１条１項に基づき損害賠償を求めた事案である。 
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